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海外労働事情

　

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
と
中
国
労
働

科
学
研
究
院
（
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｓ
Ｓ
）、
韓
国
労
働

研
究
院
（
Ｋ
Ｌ
Ｉ
）
は
二
〇
〇
七
年
一
一
月

六
日
、
東
京
で
「
活
力
あ
る
高
齢
化
社
会
の

構
築―

高
齢
者
雇
用
政
策
の
現
状
と
課
題
」

を
テ
ー
マ
に
研
究
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
き
、

三
研
究
機
関
の
研
究
員
が
各
々
の
研
究
成
果

を
報
告
し
た
。

  

日
本
で
は
少
子
高
齢
化
は
す
で
に
人
口
減

少
局
面
に
移
行
し
、
予
想
さ
れ
る
労
働
力
不

足
対
策
の
一
環
と
し
て
高
齢
者
の
雇
用
促
進

に
本
格
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
中
国
、
韓

国
に
お
い
て
も
高
齢
化
は
急
速
に
進
み
、
高

齢
者
の
雇
用
対
策
は
大
き
な
政
策
課
題
の
一

つ
で
あ
る
と
認
識
は
さ
れ
て
い
る
が
、
具
体

的
な
対
応
策
は
こ
れ
か
ら
の
よ
う
だ
。
こ
の

た
め
中
国
、
韓
国
の
報
告
は
高
齢
化
の
現
状

と
課
題
の
分
析
が
中
心
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で

は
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｓ
Ｓ
と
Ｋ
Ｌ
Ｉ
の
報
告
に
基
づ
き
、

中
韓
両
国
の
最
近
の
高
齢
者
雇
用
の
現
状
と

政
策
的
課
題
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

中
国
は
世
界
一
の
高
齢
者
大
国

  

中
国
か
ら
は

玄
波(X

uanbo Z
H
E
N
G
)

労
働
社
会
保
障
部
雇
用
訓
練
局
処
長
が
主
と

し
て
最
近
の
高
齢
化
の
現
状
に
つ
い
て
説
明

し
、

家
強(Jiaqiang L

IU
)

西
南
財
経
大

学
教
授
が
高
齢
者
雇
用
の
政
策
的
課
題
に
つ

い
て
報
告
し
た
。

  

い
う
ま
で
も
な
く
中
国
は
世
界
一
の
人
口

大
国
で
あ
る
。
こ
の
人
口
大
国
が
高
齢
化
社

会
に
移
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
当
然
な
が

ら
高
齢
者
数
の
規
模
は
世
界
一
と
な
る
。
高

齢
化
は
こ
れ
ま
で
先
進
国
の
課
題
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
中
国
の
高
齢
化
に
伴

っ
て
、
開
発
途
上
国
を
含
め
た
世
界
全
体
が

高
齢
化
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。

  

二
〇
〇
六
年
の
中
国
の
人
口
は
一
三
億
一

四
四
八
万
人
、
こ
の
う
ち
男
性
は
全
体
の
五

一
・
五
％
、
女
性
は
四
八
・
五
％
で
あ
る
。

人
口
は
今
後
も
引
き
続
き
増
加
し
、
二
〇
五

〇
年
ま
で
に
一
六
億
人
前
後
に
な
る
と
予
測

さ
れ
て
い
る
。

  

一
般
的
に
「
高
齢
化
」
の
基
準
は
、
六
〇

歳
以
上
の
高
齢
者
の
人
口
に
占
め
る
割
合
が

一
〇
％
を
超
え
た
場
合
、
あ
る
い
は
六
五
歳

以
上
の
高
齢
者
が
七
％
を
超
え
た
場
合
と
定

義
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
五
年
末
現
在
で
中

国
の
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
は
一
億
人
を
超

え
、
人
口
の
七
・
七
％
、
六
〇
歳
以
上
の
高

齢
者
は
一
〇
・
五
％
に
達
し
て
い
る
。
先
の

基
準
に
し
た
が
え
ば
中
国
は
既
に
高
齢
化
し

た
国
で
あ
る
。

豊
か
に
な
る
前
に
高
齢
化
し

た
中
国

  

他
の
国
と
比
較
し
て
中
国
の
高
齢
化
に
は
、

以
下
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。

  

第
一
に
、
高
齢
者
数
の
規
模
が
大
き
い
こ

と
で
あ
る
。
六
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
人
口
は

既
に
一
億
四
四
〇
〇
万
人
を
数
え
、
世
界
の

高
齢
者
人
口
の
五
分
の
一
を
占
め
て
い
る
。

  

第
二
に
、
高
齢
化
の
進
展
が
急
速
で
あ
る
。

高
齢
者
数
の
人
口
に
占
め
る
割
合
は
、
一
九

八
二
年
に
五
％
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
九
年

に
は
一
〇
％
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
変
化
に

僅
か
一
八
年
し
か
要
し
て
い
な
い
。
フ
ラ
ン

ス
は
こ
の
過
程
に
一
一
五
年
を
費
や
し
た
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
八
五
年
、
ア
メ
リ
カ
は
六

〇
年
、
イ
ギ
リ
ス
は
四
五
年
、
最
も
短
い
日

本
で
も
二
五
年
で
あ
る
。

  

第
三
に
、
地
域
間
の
高
齢
化
の
差
が
大
き

い
。
上
海
の
高
齢
者
数
は
一
九
七
九
年
に
一

〇
％
を
上
回
っ
た
が
、
青
海
、
寧
夏
等
の
西

部
地
域
の
省
、
自
治
区
で
は
、
二
〇
一
〇
年

頃
に
一
〇
％
と
な
る
。
高
齢
化
の
速
い
地
域

と
遅
い
地
域
の
間
に
約
三
〇
年
の
差
が
あ
る
。

こ
れ
は
経
済
の
地
域
的
な
不
均
衡
と
も
密
接

に
つ
な
が
っ
た
現
象
で
あ
る
。

　

第
四
に
、「
歴
史
的
負
担
」
が
大
き
い
。
中

国
は
計
画
経
済
か
ら
市
場
経
済
へ
の
転
換
を

経
験
し
て
い
る
が
、
計
画
経
済
体
制
の
下
で

は
年
金
が
積
み
立
て
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

－研究ワークショップから－

中国、韓国の高齢者雇用の現状と課題
急速に進む高齢化で対応を急ぐ
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こ
の
負
担
が
現
在
に
持
ち
越
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
他
の
国
に
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ

る
。

　

第
五
に
、
高
齢
化
と
経
済
発
展
の
バ
ラ
ン

ス
が
と
れ
て
い
な
い
。
先
進
国
が
高
齢
化
社

会
に
移
行
し
た
時
、
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は

五
〇
〇
〇
〜
一
万
ド
ル
前
後
で
あ
っ
た
が
、

中
国
は
現
在
一
〇
〇
〇
ド
ル
を
超
え
た
ば
か

り
で
、「
豊
か
に
な
る
前
に
高
齢
化
し
た
国
」

と
な
っ
て
い
る
。

  

高
齢
化
が
こ
の
よ
う
に
急
速
に
進
ん
だ
大

き
な
理
由
の
一
つ
に
「
一
人
っ
子
政
策
」
と

呼
ば
れ
る
人
口
抑
制
策
の
影
響
が
あ
る
。
一

九
七
九
年
か
ら
中
国
で
は
、
少
数
民
族
に
多

少
の
例
外
を
設
け
た
が
、
原
則
と
し
て
「
晩

婚
奨
励
」
と
と
も
に
、
子
供
が
一
人
だ
け
の

家
庭
に
優
遇
措
置
を
与
え
、
二
人
以
上
の
家

庭
に
は
住
居
や
税
金
な
ど
の
負
担
を
重
く
す

る
人
口
抑
制
策
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
政
策

は
農
村
部
で
は
か
な
ら
ず
し
も
徹
底
し
な
か

っ
た
が
、
都
市
部
に
お
い
て
は
か
な
り
浸
透

し
、
人
口
の
伸
び
を
大
き
く
抑
制
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
し
か
し
、
若
年
者
人
口
の
伸
び

が
抑
え
ら
れ
た
た
め
、
相
対
的
に
高
齢
者
人

口
の
比
率
が
高
ま
る
結
果
を
ま
ね
い
た
。

  

さ
ら
に
、
人
口
の
長
期
的
動
き
を
み
る
と
、

一
九
五
四
年
に
中
華
人
民
共
和
国
が
成
立
し

た
当
時
の
人
口
は
約
五
億
人
で
あ
っ
た
が
、

「
社
会
主
義
建
設
に
は
人
が
多
い
方
が
い
い
」

と
の
思
想
に
基
づ
き
、
人
口
増
加
政
策
を
と

り
、
七
〇
年
代
後
半
に
は
八
億
人
近
く
に
ま

で
膨
れ
あ
が
っ
た
。
こ
の
た
め
年
齢
階
層
別

に
み
た
中
国
の
人
口
構
成
は
五
〇
年
代
、
六

〇
年
代
生
ま
れ
が
他
の
年
齢
階
層
と
比
較
し

て
か
な
り
多
い
。
す
な
わ
ち
七
九
年
を
境
と

し
て
、
そ
れ
以
前
は
人
口
増
加
策
が
と
ら
れ
、

そ
れ
以
後
は
人
口
抑
制
策
が
と
ら
れ
た
結
果

が
今
日
の
高
齢
化
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。

農
村
で
多
い
高
齢
者
就
業

  

つ
ぎ
に
就
業
状
況
に
つ
い
て
み
る
。
二
〇

〇
六
年
の
労
働
力
人
口
は
一
〇
億
三
五
〇
六

万
人
で
、
労
働
力
率
は
七
五
・
六
％
。
就
業

者
数
は
七
億
六
四
〇
〇
万
人
で
、
う
ち
都
市

部
二
億
八
三
一
〇
万
人
、
農
村
部
四
億
八
〇

九
〇
万
人
で
あ
る
。
産
業
別
に
は
第
一
次
産

業
四
二
・
六
％
、
第
二
次
産
業
二
五
・
二
％
、

第
三
次
産
業
三
二
・
二
％
で
あ
る
。

  

高
齢
者
の
労
働
力
率
は
、
二
〇
〇
〇
年
の

人
口
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
と
、
六
〇
歳
以
上
が

三
三
・
一
％
、
こ
の
う
ち
都
市
が
一
三
・
四

％
、
農
村
が
四
三
・
二
％
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
労
働
力
率
は
二

五
・
一
％
で
、
都
市
九
・
四
％
、
農
村
三
二
・

九
％
で
あ
っ
た
（
表
１
）。

  

高
齢
就
業
者
の
主
な
特
徴
は
つ
ぎ
の
各
点

で
あ
る
。

  

第
一
に
、
中
国
の
高
齢
者
の
人
的
資
源
は

豊
富
で
あ
る
が
、
活
用
率
は
低
い
。
二
〇
〇

二
年
に
六
〇
〜
七
九
歳
層
で
仕
事
を
し
て
い

る
者
は
三
五
％
に
過
ぎ
な
い
。
と
く
に
都
市

の
就
業
率
は
僅
か
二
二
％
で
、
日
本
の
六
〇

％
、
イ
ン
ド
の
五
八
％
に
遥
か
に
及
ば
な
い
。

こ
の
状
況
を
改
善
す
る
合
理
的
な
措
置
を
と

っ
て
、
高
齢
者
の
人
的
資
源
を
開
発
し
、
活

用
率
を
引
き
上
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

第
二
に
、
高
齢
者
就
業
率
を
男
女
別
に
み

る
と
、
全
体
で
み
て
も
年
齢
階
層
別
に
み
て

も
、
男
性
が
女
性
を
上
回
っ
て
い
る
。

　

第
三
に
、
表
２
に
み
ら
れ
る
と
お
り
、
高

齢
就
業
者
の
教
育
レ
ベ
ル
は
低
い
。

　

第
四
に
、
高
齢
者
の
就
業
は
第
一
次
産
業

に
集
中
し
て
い
る
。
全
高
齢
就
業
者
中
、
農

林
・
畜
産
・
水
産
業
従
事
者
の
割
合
が
九
一
・

一
三
％
を
占
め
、つ
い
で
商
業
サ
ー
ビ
ス
三
・

五
一
％
、
運
輸
二
・
一
二
％
と
な
っ
て
い
る
。

二
〇
三
〇
年
以
降
に
中
国
の

労
働
力
人
口
は
低
下

  

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
中
国
の
人
口
は
引

き
続
き
増
加
し
て
い
る
。
就
業
者
数
も
二
〇

二
〇
年
ま
で
継
続
的
に
増
加
し
九
億
四
〇
〇

〇
万
人
と
な
る
。
非
就
業
者
の
割
合
は
一
九

九
〇
〜
二
〇
三
〇
年
に
お
い
て
五
〇
％
以
下

で
あ
り
、
社
会
的
扶
養
負
担
も
比
較
的
小
さ

い
こ
と
か
ら
、
こ
の
四
〇
年
間
は
中
国
の
経

済
発
展
に
有
利
な
期
間
と
い
え
る
。
だ
が
、

二
〇
三
〇
年
以
降
は
労
働
力
人
口
が
低
下
す

る
の
に
伴
っ
て
非
就
業
者
が
増
加
し
、
経
済

発
展
の
マ
イ
ナ
ス
要
因
と
な
る
こ
と
が
見
込

ま
れ
る
。

  

中
国
が
労
働
政
策
の

決
定
に
お
い
て
合
理
的

な
選
択
を
行
わ
ず
、
失

業
問
題
を
根
本
的
に
解

決
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
失
う
も
の
は
単
に

経
済
発
展
の
チ
ャ
ン
ス
に
留
ま
ら
ず
、
長
期

間
に
わ
た
っ
て
社
会
全
体
が
不
安
定
な
も
の

と
な
る
恐
れ
が
あ
る
。

  

表
３
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
国
の
高
齢

化
の
趨
勢
は
二
〇
一
五
年
以
後
、
加
速
化
す

る
状
況
が
現
れ
る
。
〇
〜
一
四
歳
層
と
六
五

歳
以
上
層
は
、
社
会
全
体
で
扶
養
す
る
必
要

が
あ
る
が
、
こ
の
割
合
が
二
〇
一
〇
年
を
ボ

ト
ム
に
急
速
に
増
え
る
と
予
測
さ
れ
、
対
応

策
を
講
じ
る
時
間
的
余
裕
は
そ
れ
ほ
ど
残
さ

れ
て
い
な
い
。

必
要
な
社
会
的
保
護
制
度
の

整
備

  

発
展
途
上
国
や
経
済
が
過
渡

期
に
あ
る
国
で
は
、
高
齢
者
の

大
半
が
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
経

済
部
門
で
仕
事
を
し
て
い
る
。

一
般
的
に
、
こ
れ
ら
の
高
齢
者

は
十
分
な
労
働
条
件
や
フ
ォ
ー

マ
ル
部
門
で
提
供
さ
れ
る
よ
う

な
社
会
的
保
護
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
中
国
に
お
い
て

も
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
み
ら
れ
、

早
急
に
社
会
的
保
護
制
度
を
整

備
す
る
必
要
が
あ
る
。

  

と
く
に
高
齢
者
対
策
の
重
点

は
八
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
に
置

く
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

六
〇
〜
七
〇
歳
代
の
高
齢
者
の

大
半
が
自
活
す
る
能
力
が
あ
る

の
に
対
し
て
、
八
〇
歳
以
上
の

高
齢
者
は
病
気
を
患
っ
て
い
た

り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
寝
た
き

り
に
な
っ
て
い
た
り
し
て
介
護

を
必
要
と
す
る
割
合
が
高
い
か

ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
高
齢
者

年  齢 全  国 都  市 農  村

60 歳以上 33.1 13.4 43.2

65 歳以上 25.1  9.4 32.9

資料出所：　国家統計局　　

表１ 2000年の中国の高齢者労働力率 （％）

1990年 1995年

高齢者 高齢就業者 高齢者 高齢就業者

非識字者 ･半識字者 20.70 66.00 15.61 56.14

小学校卒 8.65 27.59 10.49 35.91

中学校卒 1.37 4.42 1.58 5.41

高校卒 3.07 3.31 0.43 1.47 

大卒 ･短大卒以上 0.22 0.69 0.31 1.07

資料出所：　中国社会科学院、国家統計局　　

表２ 中国の教育レベル別高齢就業者の割合 （％）
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は
間
違
い
な
く
家
庭
と
社
会
に
と
っ
て
重
い

負
担
と
な
る
。

  
農
村
高
齢
者
の
労
働
力
率
は
四
三
・
四
％

と
高
い
。
農
村
高
齢
者
が
労
働
に
参
加
す
る

場
合
、
大
部
分
が
経
済
的
理
由
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
高
齢
者
は
、
経

済
的
理
由
以
外
の
理
由
に
よ
り
労
働
に
参
加

し
て
い
る
高
齢
者
と
比
べ
て
健
康
水
準
が
低

い
と
の
調
査
結
果
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
農
村

で
労
働
に
参
加
し
て
い
る
高
齢
者
の
多
く
が

深
刻
な
健
康
問
題
を
抱
え
て
い
る
。

政
府
は
高
齢
者
の
雇
用
促
進

に
消
極
的

  

中
国
の
労
働
力
は
長
期
に
わ
た
っ
て
供
給

過
剰
の
状
態
に
あ
る
。
現
在
の
経
済
成
長
を

維
持
す
る
た
め
に
は
一
年
間
で
都
市
に
お
い

て
二
五
〇
〇
万
人
の
新
規
雇
用
創
出
が
必
要

と
な
る
が
、
新
規
創
出
で
き
る
雇
用
は
一
一

〇
〇
万
人
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
労

働
力
に
対
す
る
需
要
不
足
は
一
四
〇
〇
万
人

に
達
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
政
府
は

就
業
機
会
を
増
や
す
多
く
の
措
置
を
講
じ
て

い
る
。
だ
が
、
高
齢
者
の
人
的
資
源
開
発
や

就
業
問
題
に
話
が
及
ぶ
と
、
若
い
世
代
の
就

業
機
会
を
奪
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
し

て
、
高
齢
者
の
雇
用
促
進
に
は
消
極
的
で
あ

る
。
こ
の
結
果
、
高
齢
者
の
再
就
業
を
促
進

す
る
政
策
が
不
備
で
、
高
齢
者
に
適
切
な
就

業
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。

  

高
齢
者
の
問
題
は
就
業
チ
ャ
ネ
ル
に
も
あ

る
。
現
在
、
高
齢
者
の
就
業
チ
ャ
ネ
ル
は
、

主
に
親
戚
、
友
人
に
頼
る
縁
故
が
中
心
で
、

職
業
紹
介
機
関
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
家
庭

ま
た
は
家
族
関
係
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
親
族

や
友
人
関
係
が
、
高
齢
者
の
再
就
業
や
再
就

業
時
の
職
業
選
択
に
必
要
な
サ
ポ
ー
ト
を
提

供
し
て
い
る
。
国
が
設
置
し
た
正
式
な
組
織

（
職
業
紹
介
所
や
高
齢
者
組
織
）
は
高
齢
者

の
再
就
業
に
あ
ま
り
役
に
立
っ
て
い
な
い
。

定
年
延
長
と
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

な
労
働
時
間
を

  

現
状
で
は
中
国
の
高
齢
者
の
大
多
数
（
五

五
〜
六
四
歳
）
は
退
職
し
た
後
も
身

体
は
健
康
で
あ
る
。
高
齢
者
の
大
部

分
は
社
会
の
発
展
の
た
め
に
能
力
を

発
揮
し
た
い
と
の
強
い
意
思
を
持
っ

て
い
る
。
現
在
の
法
定
退
職
年
齢
は

男
性
六
〇
歳
、
女
性
幹
部
五
五
歳
、

女
性
従
業
員
五
〇
歳
と
な
っ
て
い
る

が
、
こ
の
年
齢
に
お
い
て
多
く
の
労

働
者
は
健
康
で
あ
り
、
気
力
も
充
実

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
退
職
年

齢
制
限
を
四
〜
五
年
遅
ら
せ
、
平
均

で
六
〇
歳
前
後
と
す
れ
ば
、
年
金
の

受
給
期
間
も
四
〜
五
年
短
縮
で
き
る
。

労
働
者
が
長
く
働
き
五
年
間
年
金
受

給
を
し
な
け
れ
ば
、
社
会
と
家
庭
に

対
し
て
一
〇
年
間
に
相
当
す
る
貢
献

を
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
高
齢
就
業
者
に
対
し
て
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
な
労
働
時
間
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
も

考
慮
し
て
い
い
。
例
え
ば
、
一
日
八
時
間
の

労
働
時
間
を
上
限
と
し
、
毎
週
二
〇
時
間
を

下
限
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
高
齢
者
が
仕
事

の
リ
ズ
ム
を
適
宜
に
調
節
で
き
、
充
実
し
た

気
力
で
仕
事
に
打
ち
込
め
る
よ
う
な
措
置
を

講
じ
る
べ
き
で
あ
る
。

韓
国
の
人
口
減
少
は

二
〇
二
四
年
か
ら

  

韓
国
に
お
い
て
も
中
国
と
同
様
に
人
口
の

高
齢
化
が
急
速
に
進
行
し
て
い
る
。
八
〇
年

代
以
降
、
出
生
率
が
低
下
す
る
中
で
平
均
寿

命
が
継
続
的
に
延
び
た
結
果
で
あ
る
。
平
均

寿
命
の
伸
び
は
八
〇
年
の
六
六
歳
か
ら
二
〇

〇
五
年
の
七
七
・
五
歳
へ
と
急
カ
ー
ブ
を
描

い
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
八
〇
年
代
に
は
四

％
台
に
留
ま
っ
て
い
た
六
五
歳
以
上
の
高
齢

者
が
人
口
に
占
め
る
比
率
は
、
九
〇
年
代
に

五
％
台
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
七
％
を
超
え
て

高
齢
化
社
会
に
入
り
、二
〇
〇
五
年
に
は
七
・

七
％
と
な
っ
た
。
今
後
も
高
齢
化
は
進
行
し
、

六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
比
率
は
二
〇
一
八

年
に
一
四
％
、
二
〇
二
六
年
に
は
二
〇
％
を

超
え
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。

　

二
〇
〇
五
年
の
人
口
増
加
率
は
〇
・
五
四

％
で
あ
る
が
、
労
働
力
人
口
の
増
加
率
は
こ

れ
を
下
回
っ
て
い
る
。
今
後
、
大
き
な
変
化

が
な
い
限
り
、
二
〇
二
四
年
か
ら
は
人
口
が

減
少
す
る
と
み
ら
れ
て
い
る
（
表
４
）。

  

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
こ
う
し
た
高
齢

化
の
現
状
を
踏
ま
え
て
、
Ｋ
Ｌ
Ｉ
の
イ
・
イ

ン
ジ
ェ
（Injae L

ee

）、
チ
ャ
ン
・
ジ
ョ
ン

（Jiyeun C
hang

）
の
両
研
究
員
が
高
齢
化

の
進
行
に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
高
齢

者
雇
用
の
政
策
的
課
題
に
つ
い
て
報
告
し
た
。

両
研
究
員
は
と
も
に
Ｋ
Ｌ
Ｉ
が
構
築
し
た
パ

ネ
ル
・
デ
ー
タ
を
用
い
て
計
量
分
析
し
て
い

る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
分
析
結
果
に
限
っ
て

紹
介
す
る
。

多
く
の
韓
国
企
業
は
高
齢
者

の
新
規
採
用
を
敬
遠

  

イ
・
イ
ン
ジ
ェ
氏
は
「
多
く
の
企
業
が
高

齢
者
を
雇
用
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

高
齢
者
の
新
規
採
用
は
敬
遠
し
て
い
る
。
そ

の
理
由
は
何
で
あ

ろ
う
か
」
と
問
題

を
設
定
。
企
業
の

高
齢
者
の
新
規
採

用
に
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
る
経
済
的

要
因
と
し
て
、
ア

メ
リ
カ
の
先
行
研

究
で
提
唱
さ
れ
た

仮
説
を
取
り
上
げ
、

韓
国
企
業
の
行
動

が
こ
の
仮
説
に
よ

っ
て
説
明
で
き
る

か
否
か
、
Ｋ
Ｌ
Ｉ

の
企
業
パ
ネ
ル
・

デ
ー
タ
を
用
い
て

検
証
し
た
結
果
を

報
告
し
た
。

  

仮
説
の
第
一
は

「
繰
り
延
べ
補
償

契

約
（delayed 

p
a
y
m
e
n
t 

contract

）仮
説
」

で
あ
る
。
こ
の
仮

説
は
、
企
業
が
長

期
契
約
を
前
提
に
、

雇
用
契
約
の
初
期

に
は
低
い
賃
金
を

年 0～ 14歳 65歳以上 合  計

2000 36.3 9.9 46.2

2005 30.1 10.7 40.8

2010 27.0 11.5 38.5

2015 25.7 13.4 39.1

2020 26.4 17.1 43.5

2025 26.2 20.0 46.2

2030 25.3 24.4 49.7

2035 24.7 30.8 55.5

2040 25.1 35.9 61.0

2045 25.4 37.5 62.9

2050 25.9 38.9 64.7

資料出所：　国連　　

表３ 中国の人口扶養割合の変動 （％）

1980～89年 90～96年 97～2000年 01～05年

人口増加率 1.24 1.00 0.80 5.40

労働力増加率 (15～64歳 ) 2.31 1.49 1.05 0.57

就業者～数 2.60 2.46 0.44 1.56

資料出所：　韓国統計庁

表４ 韓国の労働力増加率の推移 （％）
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与
え
、
後
半
に
高
い
賃
金
を
支
給
す
れ
ば
、

後
半
に
お
け
る
繰
り
延
べ
補
償
の
喪
失
に
対

す
る
脅
威
に
よ
り
、
労
働
者
に
適
切
な
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
が
提
供
さ
れ
る
と
考
え
る
。
繰

り
延
べ
補
償
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
効
果
は
、

予
想
さ
れ
る
残
存
勤
続
期
間
が
短
い
高
齢
者

に
は
相
対
的
に
弱
く
作
用
す
る
。
こ
の
た
め

「
繰
り
延
べ
補
償
契
約
を
賃
金
制
度
と
し
て

選
択
し
た
企
業
」
は
、
高
齢
者
の
新
規
雇
用

を
敬
遠
す
る
傾
向
を
み
せ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

  

ま
た
、「
繰
り
延
べ
補
償
契
約
」
は
契
約
関

係
に
一
種
の
固
定
費
を
必
要
と
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
企
業
は
新
規
に
労
働
者
を
雇
用
す

る
た
び
に
固
定
費
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
た
め
若
年
労
働
者
と
長
期
契
約

を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
採
用
回
数
を
最
小
化
し

よ
う
と
努
め
る
。
企
業
は
固
定
費
節
減
の
た

め
若
年
層
の
長
期
雇
用
を
好
む
。
こ
の
結
果
、

企
業
は
長
期
勤
続
に
よ
り
高
齢
者
と
な
っ
た

労
働
者
を
雇
用
し
続
け
る
が
、
高
齢
者
の
新

規
採
用
は
敬
遠
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら

れ
る
。

  

第
二
の
仮
説
は
「
企
業
の
特
定
教
育
訓
練

仮
説
」
で
あ
る
。
同
仮
説
は
、
企
業
の
特
定

教
育
訓
練
の
固
定
費
の
性
格
に
注
目
す
る
。

特
定
の
技
能
を
持
つ
労
働
者
を
必
要
と
す
る

企
業
は
、
労
働
者
を
新
規
に
採
用
す
る
た
び

に
特
定
教
育
訓
練
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
特
定
教
育
訓
練
が
必

要
な
企
業
で
は
、
固
定
費
を
節
減
す
る
た
め

に
可
能
な
限
り
採
用
回
数
を
減
ら
す
ほ
う
が

有
利
で
あ
る
。
ま
た
企
業
の
特
定
教
育
訓
練

に
対
す
る
投
資
効
果
を
生
み
出
す
た
め
に
は
、

雇
用
契
約
を
一
定
期
間
以
上
継
続
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
特
定
教
育
訓
練

が
必
要
な
企
業
の
場
合
に
は
、
可
能
な
限
り

若
年
者
を
新
規
採
用
し
て
長
期
雇
用
す
る
こ

と
に
よ
り
、
固
定
訓
練
費
を
減
ら
し
教
育
訓

練
投
資
の
効
率
を
高
め
る
こ
と
を
選
択
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。

勤
続
年
数
に
リ
ン
ク
し
た
賃
金

は
高
齢
者
の
新
規
採
用
を
制
限

  

前
記
の
仮
説
を
企
業
パ
ネ
ル
・
デ
ー
タ
で

検
証
し
た
結
果
、
以
下
の
こ
と
を
確
認
し
た
。

  

第
一
に
、
勤
続
年
数
に
リ
ン
ク
し
て
上
昇

す
る
賃
金
制
度
を
採
用
し
て
い
る
企
業
で
は
、

高
齢
者
の
新
規
採
用
率
は
低
い
。
ま
た
管
理

職
と
大
卒
新
入
社
員
の
賃
金
格
差
が
大
き
い

ほ
ど
高
齢
者
の
新
規
採
用
率
は
低
く
な
る
。

こ
の
結
果
は
、「
繰
り
延
べ
補
償
契
約
仮
説
」

と
一
致
す
る
。
す
な
わ
ち
、
賃
金
制
度
の
繰

り
延
べ
補
償
的
性
格
が
明
確
な
企
業
で
あ
る

ほ
ど
、
高
齢
者
を
雇
用
し
て
は
い
る
が
、
高

齢
者
の
新
規
採
用
を
制
限
す
る
傾
向
に
あ
る

と
い
え
る
。

  

第
二
に
、
従
業
員
一
人
当
た
り
の
年
間
教

育
訓
練
時
間
は
、
高
齢
者
の
新
規
採
用
率
に

影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
結
果
が
み
ら
れ
た
。
一

人
当
た
り
訓
練
時
間
に
は
、
企
業
の
特
定
教

育
訓
練
と
一
般
的
な
教
育
訓
練
の
両
方
を
含

ん
で
い
る
た
め
、
教
育
訓
練
時
間
の
総
量
は

高
齢
者
の
新
規
採
用
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い

こ
と
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

  

第
三
に
、
企
業
の
特
定
の
技
能
に
対
す
る

必
要
性
を
反
映
す
る
制
度
的
な
職
場
内
教
育

訓
練
（
Ｏ
Ｊ
Ｔ
）
の
実
施
の
有
無
は
、
高
齢

者
の
新
規
採
用
率
を
低
く
す
る
効
果
が
確
認

で
き
た
。

  

第
四
に
、
企
業
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
教
育
訓

練
比
率
が
高
い
ほ
ど
、
高
齢
者
の
新
規
採
用

率
は
低
く
な
っ
て
い
た
。
高
齢
者
の
場
合
、

新
し
い
技
術
、
と
く
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連

技
術
の
習
得
能
力
が
相
対
的
に
低
い
た
め
、

一
般
的
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
教
育
訓
練
の
固
定

費
は
相
対
的
に
高
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
技
術
の
教
育
訓
練
の
必

要
性
が
高
い
企
業
で
は
、
高
齢
者
の
新
規
採

用
機
会
が
大
き
く
制
限
さ
れ
て
い
る
と
い
え

る
。 労

組
の
あ
る
企
業
の
高
齢
者

新
規
採
用
率
は
低
い

  
以
上
の
仮
説
検
証
と
は
別
に
、
パ
ネ
ル
・

デ
ー
タ
分
析
の
結
果
、
企
業
規
模
と
労
働
組

合
の
有
無
が
高
齢
者
の
新
規
採
用
機
会
と
関

連
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

企
業
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
高
齢
者
の
新
規
採

用
率
が
高
く
な
り
、
労
働
組
合
の
あ
る
企
業

で
は
高
齢
者
の
新
規
採
用
率
が
低
い
こ
と
が

明
ら
か
と
な
っ
た
。

  

こ
の
結
果
は
、
労
働
組
合
は
高
齢
者
の
職

場
維
持
に
は
肯
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
が
、

高
齢
者
の
新
規
採
用
に
は
否
定
的
な
影
響
を

及
ぼ
す
と
い
う
解
釈
を
可
能
に
す
る
。
こ
の

こ
と
は
労
働
組
合
は
既
存
の
職
場
を
維
持
す

る
肯
定
的
な
機
能
を
持
っ
て
い
る
が
、
新
し

い
職
場
の
創
出
に
は
否
定
的
に
機
能
す
る
と

い
う
一
般
論
と
も
一
致
す
る
。

年
齢
差
別
禁
止
政
策
に
は
慎
重

な
対
応
を

  

今
回
の
分
析
で
は
、
高
齢
者
の
新
規
採
用

機
会
の
制
限
に
関
す
る
「
繰
り
延
べ
補
償
契

約
仮
説
」と「
企
業
の
特
定
教
育
訓
練
仮
説
」

を
強
く
支
持
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
韓
国
企
業
の
高
齢
者
新
規
採
用
に
影
響

を
及
ぼ
す
経
済
的
要
因
に
は
、
企
業
の
賃
金

制
度
の
性
格
と
熟
練
要
件
が
あ
る
。
他
の
条

件
が
同
一
で
あ
る
と
仮
定
し
た
場
合
、
賃
金

制
度
の
繰
り
延
べ
補
償
的
性
格
が
強
い
ほ
ど
、

そ
し
て
企
業
の
特
定
教
育
訓
練
の
必
要
性
が

高
い
ほ
ど
、
韓
国
企
業
の
高
齢
者
に
対
す
る

新
規
採
用
は
減
少
し
て
い
る
。

  

こ
の
分
析
結
果
は
、
重
要
な
政
策
的
意
味

を
示
唆
し
て
い
る
。
年
齢
に
伴
う
雇
用
機
会

の
差
は
、
企
業
の
新
規
採
用
過
程
で
高
齢
者

の
採
用
制
限
と
い
う
年
齢
差
別
と
し
て
現
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
年
齢
差
別
は
、
賃

金
制
度
と
熟
練
要
件
と
い
う
与
え
ら
れ
た
制

約
条
件
下
に
お
け
る
企
業
の
合
理
的
な
行
動

の
結
果
と
し
て
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。

  

仮
に
、
企
業
の
繰
り
延
べ
補
償
的
賃
金
制

度
と
特
定
熟
練
ニ
ー
ズ
自
体
が
、
非
合
理
的

な
要
因
に
起
因
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
高
齢

者
の
新
規
採
用
問
題
は
賃
金
制
度
と
熟
練
形

成
制
度
の
改
編
を
通
じ
て
解
決
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
企
業
の
繰
り
延
べ
補
償
的

賃
金
制
度
と
特
定
熟
練
ニ
ー
ズ
が
非
合
理
的

で
あ
る
と
は
断
定
で
き
な
い
場
合
、
高
齢
者

の
新
規
採
用
と
関
連
し
た
政
策
、
と
く
に
年

齢
差
別
禁
止
政
策
の
実
施
に
は
、
企
業
の
経
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済
合
理
性
を
考
慮
し
た
慎
重
な
対
応
が
必
要

と
い
え
よ
う
。

韓
国
の
高
齢
者
の
所
得
水
準

は
不
均
等

  

チ
ャ
ン
・
ジ
ョ
ン
氏
の
報
告
は
「
高
齢
者

の
所
得
水

準
と
そ
の

源
泉
」
で

あ
る
。

  
高
齢
者

の
所
得
は

年
金
に
よ

っ
て
保
障

さ
れ
る
こ

と
が
先
進

国
で
は
定

着
し
て
い
る
。
し
か
し
、
韓
国
で
は
年
金
制

度
が
未
成
熟
で
あ
る
た
め
、
年
金
制
度
が
整

備
さ
れ
て
い
る
国
と
比
較
す
る
と
、
高
齢
者

の
貧
困
率
は
高
い
。
と
く
に
六
五
歳
以
上
の

高
齢
者
の
場
合
、
貧
困
世
帯
に
属
し
て
い
る

比
率
が
三
四
％
を
超
え
て
い
る
。
韓
国
の
高

齢
者
の
場
合
、
公
的
年
金
で
は
な
く
、
給
与

所
得
や
私
的
所
得
移
転
が
重
要
な
所
得
源
と

な
っ
て
お
り
、
高
齢
者
は
高
い
貧
困
率
の
な

か
に
置
か
れ
て
い
る
。

  

で
は
、
韓
国
の
高
齢
者
は
、
他
の
国
と
比

較
し
た
と
き
、
ど
の
程
度
の
貧
困
状
態
に
あ

る
の
か
。
表
５
に
み
ら
れ
る
と
お
り
、
韓
国

の
高
齢
者
の
貧
困
率
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
高

齢
者
の
貧
困
率
が
比
較
的
高
い
ド
イ
ツ
や
イ

タ
リ
ア
は
も
ち
ろ
ん
、
ア
メ
リ
カ
の
二
二
％

よ
り
も
は
る
か
に
高
い
。
注
目
す
べ
き
は
、

他
の
国
と
比
べ
韓
国
は
貧
困
が
高
齢
層
に
集

中
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
社
会
全
体
の
貧
困

率
を
み
る
と
、
韓
国
は
ア
メ
リ
カ
や
イ
タ
リ

ア
よ
り
若
干
低
く
、
ド
イ
ツ
と
似
た
水
準
に

あ
る
。
児
童
や
経
済
活
動
世
代
の
貧
困
率
は

こ
れ
ら
の
国
よ
り
低
い
反
面
、
高
齢
者
の
貧

困
率
は
高
い
。

  

高
齢
者
世
帯
の
所
得
水
準
を
各
国
と
比
較

す
る
た
め
、
高
齢
者
の
い
る
世
帯
の
所
得
水

準
の
ジ
ニ
係
数
を
計
算
す
る
と
、
社
会
保
障

制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と

デ
ン
マ
ー
ク
が
最
も
低
い
水
準
を
示
し
、
高

齢
者
の
間
で
所
得
不
平
等
が
少
な
い（
図
１
）。

  

韓
国
は
世
帯
総
所
得
（
所
得
②
）
で
比
較

し
て
も
、
こ
れ
ら
の
国
に
比
べ
て
不
平
等
度

合
い
が
高
い
。
と
く
に
高
齢
者
夫
婦
の
所
得

を
中
心
に
計
算
し
た
（
所
得
①
）
ジ
ニ
係
数

で
は
、
さ
ら
に
不
均
等
な
所
得
分
布
を
示
し

て
い
る
。

  

多
く
の
国
に
お
い
て
年
齢
が
高
く
な
る
に

し
た
が
っ
て
所
得
水
準
が
低
く
な
る
の
は
自

然
な
現
象
と
い
え
る
。
し
か
し
、
社
会
保
障

シ
ス
テ
ム
の
実
現
に
よ
り
そ
の
程
度
は
異
な

っ
て
現
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
急
速
に
所
得
が

減
少
す
る
時
点
も
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

図
２
は
、
五
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
の
属
す
る

世
帯
の
世
帯
所
得
を
個
人
デ
ー
タ
に
連
結
さ

せ
た
後
、
個
人
の
年
齢
別
平
均
所
得
を
、
五

〇
歳
の
者
の
所
得
を
一
〇
〇
と
し
て
相
対
的

な
水
準
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
通

じ
て
年
齢
に
と
も
な
う
所
得
減
少
の
傾
き
を

分
析
し
た
。

  

韓
国
の
高
齢
者
は
五
〇
歳
以
降
継
続
的
に

年　齢 ドイツ フランス イギリス イタリア スウェーデン アメリカ 韓　国

個  人

全 体 6.0 5.5 11.1 13.2 2.2 17.2 11.4

0 ~ 17 歳 4.0 5.4 16.9 17.8 0.9 22.8 9.7

18 ~ 64歳 5.7 5.5 8.7 11.8 2.5 13.7 9.3

65 歳以上 9.3 5.4 12.0 13.2 2.8 22.1 34.2

世  帯 65 ~ 69歳 7.8 - 17.0 - 2.2 24.7 30.3

資料出所：　Dang et al （2006）、チェ･ヒョンス /リュ・ヨンギュ（2003）、Rein et al（2004）、キム・スワンほか（2005）。　　

表５ 国別相対貧困率の比較 （％）

図１ 50歳以上人口の世帯所得分布の不均等度合い

図２ 主要国の年齢別所得分布(個人単位)
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所
得
レ
ベ
ル
が
下
落
す
る
だ
け
で
な
く
、
下

落
の
傾
き
が
急
で
あ
る
。
最
も
対
象
的
な
国

は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
あ
る
。
六
五
歳
程
度
ま

で
所
得
が
ほ
と
ん
ど
減
少
し
な
い
だ
け
で
な

く
、
そ
れ
以
後
に
減
少
す
る
速
度
も
緩
や
か

で
あ
る
。
ド
イ
ツ
も
六
五
歳
以
前
に
は
所
得

が
減
少
せ
ず
、
六
五
歳
か
ら
減
少
し
て
い
く
。

ア
メ
リ
カ
や
イ
タ
リ
ア
で
も
本
格
的
な
所
得

減
少
が
現
れ
る
の
は
六
〇
歳
以
降
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
国
で
は
一
度
所
得
減
少

が
始
ま
っ
た
後
は
急
速
に
減
少
す
る
。

高
齢
者
の
所
得
構
成
の
特
徴

  

韓
国
の
平
均
的
な
高
齢
者
世
帯
の
所
得
構

成
比
を
表
６
に
示
し
た
。
平
均
値
を
み
る
と
、

韓
国
の
五
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯
は
、
三

三
％
の
給
与
所
得
と

三
一
％
の
他
の
世
帯

構
成
員
の
所
得
、
二

〇
％
の
私
的
移
転
所

得
、
一
一
％
の
公
的

移
転
所
得
で
生
活
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

韓
国
の
所
得
構
成

は
、
公
的
年
金
制
度

が
軌
道
に
乗
っ
て
い

る
先
進
国
と
は
ず
い

ぶ
ん
異
な
る
。
ア
メ

リ
カ
の
場
合
は
他
の

世
帯
構
成
員
の
所
得

や
私
的
移
転
所
得
を

把
握
で
き
な
か
っ
た

の
で
比
較
で
き
な
い

が
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
で
は
比
較
的

類
似
し
た
所
得
構
成

比
を
示
し
て
い
る
。

表
６
を
み
る
と
、
高

齢
者
自
身
の
勤
労
所

得
は
三
〇
％
前
後
で

あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
と

ス
イ
ス
は
公
的
移
転

所
得
が
占
め
る
比
率

は
比
較
的
低
く
、
私

的
年
金
の
比
率
が
高

い
。
ス
ペ
イ
ン
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
南
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
国
は
公
的
移
転
所
得
の
比
率
は
高
い

が
、
給
与
所
得
の
比
率
は
低
い
。
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
と
デ
ン
マ
ー
ク
は
公
的
移
転
所
得
へ
の

依
存
度
は
中
位
水
準
で
あ
り
、
給
与
所
得
の

比
率
が
高
い
。

　

老
後
所
得
の
構
成
は
、
①
公
的
年
金
と
給

与
所
得
の
組
み
合
わ
せ
の
国
、
②
公
的
年
金

と
私
的
年
金
の
組
み
合
わ
せ
が
優
勢
な
国
、

そ
し
て
、
③
ほ
と
ん
ど
全
面
的
に
公
的
年
金

に
依
存
す
る
国
、
に
大
別
で
き
る
。
個
人
年

金
と
公
的
年
金
の
双
方
が
不
備
な
韓
国
で
は
、

給
与
所
得
と
私
的
移
転
所
得
、
他
の
世
帯
構

成
員
の
所
得
に
よ
っ
て
老
後
の
経
済
生
活
が

営
ま
れ
て
い
る
。

少
な
い
韓
国
の
公
的
年
金
受

給
者

  

Ｋ
Ｌ
Ｉ
の
高
齢
化
パ
ネ
ル
調
査
に
捉
え
ら

れ
た
韓
国
の
公
的
所
得
保
障
制
度
の
受
給
者

は
表
７
の
と
お
り
で
あ
る
。
六
〇
歳
以
上
人

口
の
う
ち
国
民
年
金
や
特
殊
職
域
年
金
（
公

務
員
、
軍
人
、
教
師
）
を
受
給
す
る
者
は
約

一
五
％
で
あ
る
。
現
在
は
制
度
発
足
後
間
も

な
い
の
で
早
期
老
齢
年
金
と
特
例
老
齢
年
金

の
み
が
支
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
受
給

者
の
年
平
均
受
給
額
は
五
〇
〇
万
ウ
ォ
ン

（
約
五
五
万
円
）
未
満
の
低
水
準
で
あ
る
。

国
民
基
礎
生
活
保
障
制
度
や
敬
老
手
当
て
を

受
給
す
る
高
齢
者
は
二
八
％
で
あ
っ
た
。

　

一
九
八
八
年
に
現
在
の
公
的
年
金
制
度
が

導
入
さ
れ
た
た
め
、
韓
国
で
は
ま
だ
完
全
な

老
齢
年
金
受
給
者
は
い
な
い
。
早
期
老
齢
年

金
や
特
例
老
齢
年
金
、
特
殊
職
域
年
金
の
受

給
者
を
合
わ
せ
て
、
六
〇
歳
以
上
の
高
齢
者

の
一
七
％
程
度
が
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
。
国
民
基
礎
生
活
保
障
（
日

本
の
生
活
保
護
制
度
に
相
当
。
二
〇
〇
〇
年

か
ら
実
施
）
の
よ
う
な
他
の
社
会
保
障
所
得

を
受
給
す
る
者
を
合
わ
せ
れ
ば
二
七
％
程
度

に
な
る
と
推
定
さ
れ
る
。

所
得
面
か
ら
み
た
韓
国
の
高

齢
者
の
特
徴

  

公
的
年
金
制
度
が
未
成
熟
で
あ
る
た
め
、

韓
国
の
高
齢
者
は
先
進
国
と
比
較
し
て
つ
ぎ

の
よ
う
な
特
徴
を
指
摘
で
き
る
。

  

第
一
に
、
韓
国
の
高
齢
者
の
貧
困
率
は
非

常
に
高
い
。
児
童
や
経
済
活
動
年
代
と
比
較

し
て
も
高
齢
者
の
貧
困
率
が
顕
著
に
高
い
年

齢
階
層
別
貧
困
構
造
も
、
先
進
国
と
対
比
さ

れ
る
特
徴
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
高
齢
者
間
の
所
得
の
不
均
等
分

布
の
程
度
も
、
他
の
国
に
比
べ
て
著
し
い
。

単
純
に
世
帯
総
所
得
で
算
出
し
た
ジ
ニ
係
数

よ
り
、
若
い
家
族
の
所
得
を
除
い
て
高
齢
者

自
身
の
所
得
だ
け
で
試
算
し
た
ジ
ニ
係
数
で

は
そ
れ
が
一
層
大
き
く
表
れ
た
。
こ
れ
は
韓

国
の
高
齢
者
の
経
済
的
不
平
等
は
成
人
し
た

子
供
と
の
同
居
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
意
味
す
る
。

　

第
三
に
、
年
齢
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
、
所

得
が
減
少
し
て
い
く
顕
著
な
傾
向
が
み
ら
れ

る
。
こ
れ
は
一
定
水
準
の
公
的
所
得
移
転
が

成
り
立
っ
て
い
る
先
進
国
と
は
異
な
り
、
給

与
所
得
へ
の
依
存
度
が
大
き
い
所
得
構
造
の

特
色
に
起
因
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

第
四
に
、
韓
国
の
高
齢
者
家
族
は
、
他
の

国
に
比
べ
て
著
し
く
高
い
割
合
で
給
与
所
得

に
頼
っ
て
生
活
し
て
い
る
。
公
的
移
転
所
得

の
比
率
は
低
く
、
所
得
の
不
足
分
は
他
の
世

帯
構
成
員
の
所
得
や
同
居
し
な
い
子
供
や
家

族
の
私
的
移
転
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ
て
い
る
。

（
国
際
研
究
部
研
究
交
流
課
長　
　

  

坂
井
澄
雄
）

給与所得 資産所得 公的移転所得 私的移転所得 個人年金 その他 他の世帯構
成員の所得

ド イ ツ 28.09 4.72 50.20 0.42 4.50 0.13 11.94

スウェーデン 34.39 2.18 47.18 0.34 8.94 0.06 6.91

オ ラ ン ダ 30.71 4.43 35.91 0.23 18.30 0.22 10.20

ス ペ イ ン 25.51 2.89 58.37 1.07 1.06 0.23 10.86

イ タ リ ア 21.05 2.57 56.55 0.79 3.25 0.09 15.69

デンマーク 38.53 5.44 41.96 0.56 9.21 0.19 4.12

ス イ ス 33.46 6.12 34.14 0.34 12.02 0.92 13.00

ア メ リ カ 32.62 6.02 45.98 - 12.87 2.50 -

韓 　 国 32.68 3.06 11.17 20.97 0.36 0.44 31.32 

表６ 平均的な高齢者世帯の所得構成比（Mean of the share） （％）

受給者比率（％） 年平均受給額（千ウォン）

国民年金＋特殊職域年金 14.84 4791.82

その他社会保障所得 28.46  939.21

（注）60歳以上の高齢者に占める比率、受給者の年平均受給額。

表７ 韓国の公的所得保障受給者の比率と年平均受給額


